
【公布】平成23年3月31日 【施行】港湾の種類の見直し関係：平成23年4月1日
基本方針関係 ：平成23年9月15日

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律

我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、港湾の種類について国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加する等の見直しを
行い、これらの港湾において国土交通大臣が行う港湾工事の範囲及びその費用に係る国の負担割合を定めるとともに、これらの港
湾におけるコンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設

基本方針関係 ：平成23年9月15日
港湾運営会社関係 ：平成23年12月15日

湾におけるコンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設
する等の所要の措置を講ずる。

○ 港湾の種類の見直し

改正後

国際戦略港湾 5港

選択と集中

○ 港湾の種類の見直し
我が国港湾の国際競争力強化のため、国際コンテナ戦略港湾を港湾の種類と

して新たに「国際戦略港湾」と位置付けるとともに、特定重要港湾の名称を「国際
拠点港湾」に改める。 改正前

（京浜（東京・川崎・横浜）、
阪神（大阪・神戸））

○直轄港湾工事の国費負担率の引き上げ及び対象施設の拡充
国際戦略港湾における高規格コンテナターミナルの係留施設（水深16m以上の

耐震強化岸壁）について、直轄港湾工事の国費負担率を7/10とする。これに附帯

国際拠点港湾 18港

改正前特定重要港湾のうち
国際戦略港湾を除く港湾

特定重要港湾 23港

震
するコンテナヤードを直轄港湾工事の対象施設に新たに追加する。（国費負担率
は2/3）

○ 港湾運営会社制度の創設

重要港湾 103港

改正前重要港湾のうち、国
際戦略港湾及び国際拠点港
湾を除く港湾

重要港湾 126港

○ 港湾運営会社制度の創設
港湾運営会社制度を創設し、国際戦略港湾及び国際拠点港湾に導入する。

○港湾運営会社に対する無利子貸付制度の創設
公社等に限定され いた無利子貸付金の貸付対象を国際戦略港湾及び国際

湾を除く港湾

地方港湾 810港地方港湾 810港

公社等に限定されていた無利子貸付金の貸付対象を国際戦略港湾及び国際
拠点港湾における港湾運営会社に拡大する。

港湾の種類の見直し


